




相続・事業承継設計　ＣＦＰ資格審査試験　出題項目リスト №1

№ 出題内容
H23
-2

H24
-1

H24
-2

H25
-1

H25
-2

H26
-1

H26
-2

H27
-1

H27
-2

H28
-1

頻
度

1 ○ ○ ○ ○ ○ 5

2 民法上の相続人の判定と相続分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

3 相続税の計算上の法定相続人と法定相続分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

4 養子・特別養子の取扱い ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

5 特別受益者と寄与分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

6 欠格及び廃除 相続欠格及び廃除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8

7 承認と放棄 相続の承認と放棄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

8 遺　贈 遺　贈　（包括遺贈ほか） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

9 遺産分割協議の方法・遺産分割協議書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8

10 遺留分権者と遺留分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

11 遺留分の放棄（民法円滑化法） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

12 代償分割 ○ ○ 2

13 遺言全般（開封・検認を含む） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

14 ３種類の遺言の特徴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

17 贈与と贈与税 贈与税等（暦年課税贈与） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

18
贈与税の仕組み

と計算
みなし贈与財産 ○ ○ ○ ○ ○ 5

19 贈与税の配偶者控除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

20 教育資金の一括贈与の特例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6

21 結婚・子育て資金の一括贈与の特例 ○ 1

22
住宅取得資金贈与の特例
（相続時精算課税の特例含む）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

23 相続税の課税財産、非課税財産 ○ ○ ○ 3

24 相続税の基礎控除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8

25 課税価格合計額の計算 ○ ○ 2

26 生命保険金の非課税金額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

27 退職手当金等の非課税と弔慰金の取扱い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

28 債務および葬式費用の控除額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

29 障害者控除 ○ ○ ○ ○ ○ 5

30 未成年控除 ○ ○ ○ ○ ○ 5

31 相次相続控除 ○ ○ ○ ○ 4

32 生前贈与加算、贈与税額控除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10

33 相続税の総額の計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

34 配偶者の税額軽減 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

35 相続税額の２割加算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7

36 未分割他 ○ 1
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問題 出題
番号 難易度 年度 Ｐ
▼ ▼ ▼ ▼

【問１】基 Ｈ27-1 ＜相続の概要＞ １

【問２】基～中 Ｈ26-2 ＜相続の概要＞ ５

【問３】基～中 Ｈ26-1 ＜相続の概要＞ 10

【問４】基 Ｈ25-2 ＜相続の概要＞ 14

【問５】基～中 Ｈ25-1 ＜相続の概要＞ 18

【問６】基～中 Ｈ27-1 ＜遺言および成年後見制度等＞ 22

【問７】基～中 Ｈ26-2 ＜遺言および成年後見制度等＞ 24

【問８】基～中 Ｈ26-1 ＜遺言および成年後見制度等＞ 26

【問９】基～中 Ｈ25-2 ＜遺言および成年後見制度等＞ 28

【問10】中～上 Ｈ25-1 ＜遺言および成年後見制度等＞ 30

【問11】基～中 Ｈ27-1 ＜相続税の仕組みと課税財産＞ 33

【問12】上 Ｈ27-2 ＜相続税の課税価格等＞ 36

【問13】基～中 Ｈ26-2、Ｈ27-2 ＜相続税の課税価格等＞ 38

【問14】基～中 Ｈ26-1 ＜相続税の課税価格等＞ 42

【問15】基 Ｈ25-2 ＜相続税の課税価格等＞ 45

【問16】基 Ｈ25-1 ＜相続税の課税価格等＞ 48

【問17】基～中 Ｈ27-1 ＜相続税の総額＞ 51

【問18】基 Ｈ26-2 ＜相続税の総額等＞ 53

【問19】基～中 Ｈ26-1 ＜相続税の総額等＞ 55

【問20】基～中 Ｈ25-1 ＜相続税の総額等＞ 57

【問21】基 Ｈ25-2 ＜相続税の総額等＞ 60

【問22】中 Ｈ27-1 ＜相続税額の計算＞ 62

【問23】基 Ｈ26-2 ＜相続税額の計算＞ 64

【問24】基～中 Ｈ26-1 ＜相続税額の計算＞ 66

【問25】基～中 Ｈ25-2 ＜相続税額の計算＞ 68

【問26】中 Ｈ25-2 ＜相続税額の計算＞ 70

【問27】中 Ｈ27-1 ＜相続税の申告および納付等＞ 72

【問28】基 Ｈ26-2 ＜相続税の申告および納付等＞ 73

【問29】基 Ｈ26-1 ＜相続税の申告および納付等＞ 74

【問30】基 Ｈ25-2 ＜相続税の申告および納付等＞ 76

【問31】基～中 Ｈ25-1 ＜相続税の申告および納付等＞ 78

【問32】基～中 Ｈ27-1 ＜贈与税および相続時精算課税制度＞ 80

【問33】基 Ｈ26-2、Ｈ27-2 ＜贈与税および相続時精算課税制度＞ 84

問題編 目次

※ 難易度のマークはＦＰＫ研修センターが独自に振り分けたもので、次の通りです。

基 ＝基本レベル 中 ＝中級レベル 上 ＝上級レベル 特 ＝特異問題



★＝出題頻度（１つ：１～２回・２つ：３～４回・３つ：５回～）◎＝Let's try（必ずやっておこう)

【問 １】相続の概要

◎（問題 1）設問Ａ★★★ 1

◎（問題 2）設問Ｂ★★★ 2

◎（問題 3）設問Ｃ★★★ 2

◎（問題 4）設問Ｄ★★★ 2

◎（問題 5）設問Ｅ★★★ 3

◎（問題 6）設問Ｆ★★★ 3

◎（問題 7）設問Ｇ★★★ 4

◎（問題 8）設問Ｈ★★★ 4

◎（問題 9）設問Ｉ★★★ 4

【問 ２】相続の概要

◎（問題10）設問Ａ★★★ 5

◎（問題11）設問Ｂ★★★ 5

◎（問題12）設問Ｃ★★★ 6

◎（問題13）設問Ｄ★★★ 6

◎（問題14）設問Ｅ★★★ 7

◎（問題15）設問Ｆ★★★ 7

◎（問題16）設問Ｇ★★★ 8

◎（問題17）設問Ｈ★★★ 8

◎（問題18）設問Ｉ★★ 9

◎（問題19）設問Ｊ★★★ 9

【問 ３】相続の概要

（問題20）設問Ａ★★★ 10

（問題21）設問Ｂ★★★ 10

（問題22）設問Ｃ★★★ 11

（問題23）設問Ｄ★★★ 11

（問題24）設問Ｅ★★★ 11

（問題25）設問Ｆ★★★ 12

（問題26）設問Ｇ★★★ 12

（問題27）設問Ｈ★★★ 12

（問題28）設問Ｉ★ 13

（問題29）設問Ｊ★★ 13

【問 ４】相続の概要

（問題30）設問Ａ★★★ 14

（問題31）設問Ｂ★★★ 14

（問題32）設問Ｃ★★★ 15

（問題33）設問Ｄ★★★ 15

（問題34）設問Ｅ★★★ 16

（問題35）設問Ｆ★★★ 16

（問題36）設問Ｇ★★★ 17

（問題37）設問Ｈ★★★ 17

（問題38）設問Ｉ★★★ 17

【問 ５】相続の概要

（問題39）設問Ａ★★★ 18

（問題40）設問Ｂ★★★ 19

（問題41）設問Ｃ★★★ 19

（問題42）設問Ｄ★★★ 19

（問題43）設問Ｅ★★★ 20

（問題44）設問Ｆ★★★ 20

（問題45）設問Ｇ★★★ 21

◎（問題46）設問Ｈ★ 21

【問 ６】遺言および
成年後見制度等

◎（問題47）設問Ａ★★★ 22

◎（問題48）設問Ｂ★★★ 22

◎（問題49）設問Ｃ★★★ 23

◎（問題50）設問Ｄ★★★ 23

【問 ７】遺言および
成年後見制度等

◎（問題51）設問Ａ★★★ 24

◎（問題52）設問Ｂ★★★ 24

◎（問題53）設問Ｃ★ 24

◎（問題54）設問Ｄ★★★ 25

◎（問題55）設問Ｅ★★★ 25

【問 ８】遺言および
成年後見制度等

（問題56）設問Ａ★★ 26

（問題57）設問Ｂ★★ 26

（問題58）設問Ｃ★★★ 26

（問題59）設問Ｄ★★★ 27

（問題60）設問Ｅ★★★ 27

【問 ９】遺言および
成年後見制度等

（問題61）設問Ａ★★★ 28

（問題62）設問Ｂ★★★ 28

（問題63）設問Ｃ★★★ 29

（問題64）設問Ｄ★★★ 29

（問題65）設問Ｅ★★★ 29

【問１０】遺言および
成年後見制度等

（問題66）設問Ａ★★★ 30

（問題67）設問Ｂ★★★ 30

（問題68）設問Ｃ★★★ 31

（問題69）設問Ｄ★★★ 31

（問題70）設問Ｅ★★★ 32

◎（問題71）設問Ｆ★ 32

【問１１】相続税の仕組み
と課税財産

◎（問題 72）設問Ａ★★★ 33

◎（問題 73）設問Ｂ★★★ 34

◎（問題 74）設問Ｃ★★★ 34

◎（問題 75）設問Ｄ★★★ 35

◎（問題 76）設問Ｅ★★★ 35

【問１２】相続税の課税価格等

（問題 77）設問Ａ★ 37

（問題 78）設問Ｂ★★ 37

【問１３】相続税の課税価格等

◎（問題 79）設問Ａ★★★ 38

◎（問題 80）設問Ｂ★★★ 39

◎（問題 81）設問Ｃ★★★ 39

◎（問題 82）設問Ｄ★★★ 40

◎（問題 83）設問Ｅ★★★ 40

◎（問題 84）設問Ｆ★★★ 41

【問１４】相続税の課税価格等

（問題 85）設問Ａ★★★ 42

（問題 86）設問Ｂ★★★ 43

（問題 87）設問Ｃ★★★ 43

（問題 88）設問Ｄ★★★ 44

（問題 89）設問Ｅ★★★ 44

【問１５】相続税の課税価格等

（問題 90）設問Ａ★★★ 45

（問題 91）設問Ｂ★★★ 46

（問題 92）設問Ｃ★★★ 46

（問題 93）設問Ｄ★★★ 47

（問題 94）設問Ｅ★★★ 47

【問１６】相続税の課税価格等

（問題 95）設問Ａ★★★ 48

（問題 96）設問Ｂ★★★ 49

（問題 97）設問Ｃ★★★ 49

（問題 98）設問Ｄ★★★ 50

（問題 99）設問Ｅ★★★ 50

【問１７】相続税の総額

◎（問題100）設問Ａ★★★ 51

◎（問題101）設問Ｂ★★★ 52

◎（問題102）設問Ｃ★★★ 52

◎（問題103）設問Ｄ★★★ 52

【問１８】相続税の総額等

◎（問題104）設問Ａ★★★ 53

◎（問題105）設問Ｂ★★★ 54

◎（問題106）設問Ｃ★★★ 54

◎（問題107）設問Ｄ★★ 54

出題頻度一覧

相続・事業承継設計
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(c)All rights reserved ＦＰＫ研修センター株式会社

ＣＦＰ精選過去問題 相続・事業承継設計

【問 ６】基～中 Ｈ27－1 遺言および成年後見制度等

遺言および成年後見制度等に関する以下の設問について、それぞれの答えを１～４の中から１

つ選んでください。

（問題47）設問Ａ ☆☆☆ Let's try

自筆証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書したうえ

で、これに実印により押印しなければならない。

2. 自筆証書遺言書の氏名については、著名な芸能人であっても芸名による記載は認めら

れず、戸籍上の氏名を記載しなければならない。

3. 自筆証書遺言書の加除その他の変更については、その方法が定められており、その方

法に従わない加除その他の変更は効力を生じない。

4. 自筆証書遺言書の保管者または自筆証書遺言書を発見した相続人が、相続の開始があ

ったことを知った後、その遺言書について家庭裁判所の検認を受けなかった場合、そ

の遺言書は無効となる。

（問題48）設問Ｂ ☆☆☆ Let's try

公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 公正証書遺言は、遺言者の住所地を管轄する公証役場で作成しなければならない。

2. 公正証書遺言書に遺言者本人が署名できない場合には、公証人の承諾のもと、証人の

うちのいずれかの者が遺言者に代わって署名をすることができる。

3. 公正証書遺言を撤回するための新たな遺言は、公正証書遺言でなければならない。

4. 公正証書遺言書を作成すると、原本は公証役場において保管され、遺言者に正本が交

付される。



- 176 -

(c)All rights reserved ＦＰＫ研修センター株式会社

ＣＦＰ精選過去問題 解答と解説 相続・事業承継設計

【問 ６】基～中 Ｈ27－1 遺言および成年後見制度等

＜正解＞

設問Ａ 設問Ｂ 設問Ｃ 設問Ｄ

３ ４ ４ ２

成年後見制度については、繰り返し出題される項目のみ覚え、その他は理解するようにしたい。
．．

これらの知識は広範囲に及ぶため、網羅しようとすると効率が悪い。

（問題46）設問Ａ－３ 自筆証書遺言 ☆☆☆

1. 不適切。自筆証書遺言書には押印が必要であるが、その押印は必ずしも実印である必要は

なく認印はもちろん、判例では、拇印ないし指印でもよいとされている（最高裁判所平成

元年2月16日判決）。なお、花押は押印として認められないとされた（最高裁平成28年6月

3日）。花押とは本人の書状であることを示すために使われているサインの一種であり、

戦国武将のサインとして知られる。

2. 不適切。自筆証書遺言書の氏名は、無用なトラブルを避けるため、戸籍上の氏名を記載す

ることが望ましいが、通称・雅号・ペンネーム・芸名でも、遺言者が特定できればよいと

されている（大審院大正4年7月3日判決）。

3. 適切。自筆証書遺言書の加除やその他の変更については、遺言者が変更場所を指示し、こ

れを変更した旨を付記して特にこれに署名し、その変更の場所に押印しなければ、変更の

効力を生じない（民法第968条第2項）。訂正が民法の規定どおりでない場合、訂正前の文

言が判読できる場合は、訂正前の遺言が有効となる。

4. 不適切。自筆証書遺言書の保管者は、相続の開始があったことを知った後、遅滞なくこれ

を家庭裁判所に提出して検認を受けなければならない（同法第1004条第1項）。遺言書の

提出を怠り、この検認を経ないで遺言を執行し、または家庭裁判所以外の場所でその開封

をした場合は、遺言そのものは無効とはならないが、その者は５万円以下の過料に処せら

れる（同法第1005条）。なお、公正証書遺言書は検認が不要とされている。

（問題47）設問Ｂ－４ 公正証書遺言 ☆☆☆

1. 不適切。遺言者が公証役場に出向いて作成する場合、全国どこの公証役場でも作成するこ

とができる。一方、公証人は公証役場で執務することが原則である。例外として、遺言者

が入院中である場合等には、公証人が入院先等に出向いて作成することも可能である（こ

の場合は、割り増しの手数料と公証人の日当、交通費が必要となる）。その場合における

公証人の職務執行の区域は、その所属する法務局の管轄区域である。

2. 不適切。公正証書遺言書を作成する場合には、遺言者および証人は、筆記の正確なことを

承認した後、各自が署名押印しなければならない。ただし、遺言者が署名することができ

ない場合には、公証人がその事由を付記して署名に代えることができる（民法第969条第1

項第4号）。証人が署名することはできない。

3. 不適切。公正証書遺言を撤回するには、新たな遺言をして、前の遺言を撤回する必要があ

るが、この撤回のための遺言は公正証書遺言に限定されていない（同法第1022条）。

4. 適切。公正証書遺言書は原本の他に正本が作成される。遺言者や証人が署名するのは原本

のみであり、公証役場で保管される（公証人法第25条）。公正証書の保管期間は20年とさ

れているが、遺言の場合は、遺言者が死亡するまで保管されることとなっている。

【参考】遺言公正証書




